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和歌山市火災予防規則を公布する 

令和７年３月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓 

和歌山市規則第６号 

   和歌山市火災予防規則の一部を改正する規則 

 和歌山市火災予防規則（昭和３７年規則第３３号）の一部を次のように改正する。 

 第５号様式を次のように改める。 
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第５号様式（第９条関係） 

防 火 対 象 物 使 用 開 始 届 出 書 

年  月  日  
               

（宛先）和歌山市 消防署長             - 

 

届出者 

住 所 

 

                         電話   -    -     

 

氏 名                  

所 在 地 

   - 

 

 

                    電話   -   -     

名   称 
 

 
主 要 用 途 

 

 

建築確認年月日  年  月  日 建築確認番号  

※消防同意年月日 年  月  日 ※消防同意番号  

工 事 着 手  

年 月 日 
年  月  日 

工事完了(予定) 

年  月  日 
年 月 日 

使用開始(予定) 

年  月  日 
年  月  日 

他 の 法 令 に よ る 

許  認  可  

 

 

敷 地 面 積           ㎡ 建 築 面 積         ㎡ 延 面 積               ㎡ 

従 業 員 数           人 
公 開 時 間 又 は  

従 業 時 間  
  

屋外消火栓、動力 

消防ポンプ、消防 

用水の概要 

 

 

 

そ の 他 必 要 事 項 
 

 

※ 受     付     欄 ※ 経    過    欄 
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防 

火 

対 

象 

物 

棟 

別 

概 

要
（
第 

 
 

 
 

号
） 

用 途  構 造  

種類 

階別 

床 面 積 

（㎡） 
用 途 

消防用設備等の概要 
特殊消防 

用設備等

の概要 
消火設備 警報設備 避難設備 

消火活動 

上必要な 

施設 

階        

階        

階        

階        

階        

階        

階        

計        

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれの合計を記

入すること。 

４ 消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等

の概要を記入すること。 

５ ※印の欄は、記入しないこと。 

６ 防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図、立面図を添付すること。 
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 第８号様式及び第８号様式の２を次のように改める。 
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第８号様式（第１１条関係） 

炉・ちゆう房設備・温風暖房機・ボイラー 

給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備 

ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 

火 花 を 生 ず る 設 備 ・ 放 電 加 工 機 

設置届出書 

年  月  日  

（宛先）和歌山市 消防署長             - 

届出者 

住 所 

                  

（電 話   -    -    ） 

 

氏 名                                  

防 火 

対 象 物 

所在地 

   - 

 

電 話   -    -     

名 称  主要用途  

設 置 

場 所 

用 途  床 面 積 ㎡ 消防用設備等 

又は特殊消防 

用 設 備 等 

 

構 造  階 層  

届

出

設

備 

設 備 の 種 類  

着工(予定)年月日 年  月  日 竣工(予定)年月日 年  月  日 

設 備 の 

概  要 
 

使用する 

燃 料 ・ 

熱 源 ・ 

加 工 液 

種      類 使    用    量 

  

安全装置  

取扱責任者の職氏名  

工 事 

施 工 者 

住所 

    -  

 

電 話   -      -        

氏名  

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 
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備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 階層欄には、屋外に設置する設備にあつては「屋外」と記入すること。 

４ 設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用ちゆう房設備等と記入すること。 

５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 

６ ※印の欄は、記入しないこと。 

７ 当該設備の設計図書を添付すること。 
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第８号様式の２（第１１条関係） 

 燃料電池発電設備  
変 電 設 備 
急 速 充 電 設 備 
発 電 設 備 
蓄 電 池 設 備  

 設 置 届 出 書 

 

年  月  日  

（宛先）和歌山市 消防署長          - 

届出者 

住 所 

  

（電 話    -    -     ） 

 

氏 名                                 

防 火 

対 象 物 

所 在 地 

   - 

 

電 話   -    -     

名 称 
  

 
用 途   

設 置 

場 所 

構 造 場 所 床 面 積 

    ㎡ 

消防用設
備等又は
特殊消防
用設備等 

 不 燃 区 画  換 気 設 備  

届 

出 

設 

備 

電 圧    Ｖ 
全 出 力 又 は 

蓄 電 池 容 量 

ｋＷ 

ｋＷｈ 

着 工 ( 予 定 )

年 月 日 
  年  月  日 

竣工 (予定 )

年 月 日 
年  月  日 

設 備 の 概 要 
種 別  

 

主任技術者氏名   

工 事 施 工 者 

住 所 

   - 

 

電 話    -    -     

氏 名 
 

 

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

   

 

 



           和歌山市公報（第１７９４号）  令和７年（２０２５年） ３月 ３日 

 

－9－ 

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 電圧欄には、変電設備にあつては１次電圧と２次電圧の双方を記入すること。 

４ 全出力又は蓄電池容量の欄には、燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備又は発電設備

にあつては全出力を、蓄電池設備にあつては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。 

５ 設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。 

６ ※印の欄は、記入しないこと。 

７ 当該設備の設計図書を添付すること。
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   附 則 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する改正前の和歌山市火災予防規則の様式による用紙は、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。

（令和７年３月３日掲示済）  
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和歌山市告示第５８号 

次に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないため、督促状の送達ができないので、国民健康保険法

（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により告示する。 

なお、督促状は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

令和７年２月２８日 

                            和歌山市長  尾 花 正 啓    

年 度 期（月）別 種 別 備 考 

令和６年度 

 

第１期から 

第７期まで 

 

 

国民健康保険料 督促状の指定納期限を令和７年３月１０日に変更する。 

（別紙省略） 

（令和７年２月２８日掲示済） 
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和歌山市告示第５９号 

  次の書類に係る別紙の者は、その住所及び居所が明らかでないためその書類の送達ができないので、

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。  

 なお、送達すべき書類は、国保年金課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交付する。  

  令和７年２月２８日 

                                                和歌山市長 尾 花 正 啓 

 

 

    年 度 

 

 

      種    別 

 

 

        備      考 

 

令和６年度 国民健康保険料更正通知書 納期は、令和７年３月２４日に変

更する。 

令和６年度 国民健康保険料納入通知書 納期は、令和７年３月２４日に変

更する。 

（別紙省略） 

（令和７年２月２８日掲示済）
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和歌山市告示第６０号  

 市県民税森林環境税（普通徴収）督促状を別紙の者に送付したところ、住所又は居所が明

らかでないため送達できないので和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第１６条の規

定により告示する。  

 なお、送達すべき督促状は、納税課において保管し、送達を受けるべき者の申出により交

付する。  

  令和７年２月２８日  

和歌山市長   尾  花  正  啓    

（別紙省略）  

（令和７年２月２８日掲示済）  
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和歌山市告示第６１号 

 令和７年度固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）第４１６条第１項及び第３項並びに和歌山市税条例（昭和２９年条例第３０号）第６５条の規定により、

次のとおり関係者の縦覧に供する。    

  令和７年３月３日 

                                 和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 縦覧期間 

 令和７年４月１日（火）から同年６月２日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 

２ 縦覧時間 

 午前８時３０分から午後５時１５分まで（木曜日は午後７時） 

３ 縦覧場所 

 和歌山市役所 ２階 資産税課窓口 

                                   （令和７年３月３日掲示済） 
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和歌山市告示第６２号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３の２条第３項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱

者の住所変更の届け出があったため、同条第4項の規定により告示する。 

令和７年 ３月 ３日  

和歌山市長  尾 花 正 啓    

１ 指定公金事務取扱者として指定した者の名称及び変更後の所在地 

名称 公益社団法人和歌山市シルバー人材センター 

住所又は事務所の所在地 和歌山市新生町２番１２号 

２ 委託した公金事務に係る歳入 

  ゲートゴルフ場使用料、ふれあいの郷雑入（ハーブ販売収入及びハーブティ販売収入） 

３ 変更をした日 

  令和７年２月３日 

（令和７年３月３日掲示済）  
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和歌山市告示第６３号 

 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項に規定する医師を指定したので、和歌山市身

体障害者福祉法に関する規則（平成１５年規則第１１号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

 

令和７年３月３日 

                               和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

氏 名 診療科目 
診断する障害 

の種類 
医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日 

前田 真範 小児科 肢体不自由 
和歌山県立 

医科大学附属病院 

和歌山市紀三井寺 

８１１－１ 

令和７年 

３月１日 

庄野 剛史 呼吸器内科 呼吸機能障害 和歌山労災病院 
和歌山市木ノ本 

９３－１ 

令和７年 

３月１日 

池田 由香 小児科 

肢体不自由、 

心臓機能障害、 

呼吸機能障害、 

ぼうこう・ 

直腸機能障害 

日本赤十字社 

和歌山医療センター 

和歌山市小松原通 

４－２０ 

令和７年 

３月１日 

（令和７年３月３日掲示済）  
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公  告 

 

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定

に基づき公告する。 

 

令和７年３月３日 

和歌山市長  尾 花 正 啓    

 

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

和歌山市中筋日延字薮裏３７９番５、３７９番８ （掲載省略） 

和歌山市出島字堤外松原６０番１ 
和歌山市出島４８番地１ 

株式会社玉林園 代表取締役 林 和宏 

（令和７年３月３日掲示済） 
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和歌山市選挙管理委員会告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６

年法律第５９号）の規定による各種請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

令和７年３月３日 

和歌山市選挙管理委員会 

委員長 宮 原 秀 明 

 

１ 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第

５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 

                                         ５，９８４人 

２ 地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数 

                                        ９９，７３４人 

３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有する者の総数の

６分の１の数 

                                        ４９，８６７人 

（令和７年３月３日掲示済）
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和歌山市教育委員会告示第４号 

 和歌山市教育委員会定例会を次のとおり開催することとし、招集したので告示する。 

令和７年３月３日 

                                和歌山市教育委員会      

                                教育長  阿 形 博 司 

１ 日時 令和７年３月６日（木） 午後６時００分から 

２ 場所 和歌山市七番丁２３番地 

     和歌山市役所１１階 教育委員室 

３ 事案 

（１）令和６年度末退職校長に対する感謝状授与について 

（２）和歌山市教育委員会事務局組織規則等の一部改正について 

（３）和歌山市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則の一部改正について 

（４）和歌山市立学校管理規則の一部改正について 

（５）人事案件について 

（６）その他 

（令和７年３月３日掲示済
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消防局訓令第２号 

 和歌山市消防局公印規程及び和歌山市火災予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年３月３日 

和歌山市消防局長  谷 口 佳 生 

   和歌山市消防局公印規程及び和歌山市火災予防規程の一部を改正する規程 

 （和歌山市消防局公印規程の一部改正） 

第１条 和歌山市消防局公印規程（平成７年消防局訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１専用公印の表を次のように改める。 

ひな形

番号 
公印の名称 書体 

寸法（ミリ

メートル） 
管理者 用途 個数 

１ 消防長印 古印体 方１５ 消防総務課長 身分証明書用 １ 

２ 消防長印 古印体 方２５ 予防課長 火災証明用 １ 

３ 中消防署長印 古印体 方２５ 中消防署長 賞状、表彰状及び感謝状 １ 

４ 東消防署長印 古印体 方２５ 東消防署長 賞状、表彰状及び感謝状 １ 

５ 北消防署長印 古印体 方２５ 北消防署長 賞状、表彰状及び感謝状 １ 

  別表第２専用公印の表中 

 「  

 

 

 

 

    」 

  「 

 

 

 

 

                   」 

（和歌山市火災予防規程の一部改正） 

第２条 和歌山市火災予防規程（平成２６年消防局訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第９号を次のように改める。 

 （９）申請書 法第７条の許可、認可又は確認に係る申請書をいう。 

  第２条中第１０号を削り、同条第１１号を第１０号とする。 

  第８条第１項中「消防同意印（別記様式第９号）」を「同意印（別記様式第９号）」に改め、同

条第２項中「確認申請書」を「申請書」に改める。 

  第９条を次のように改める。 

  （計画通知書の処理） 

第９条 前条の規定は、計画通知書の処理について準用する。この場合において、同条第１項中「

和 歌 山 市 

中 消 防 

署 長 印 

４ 

和

歌

山

市 

東

消

防 

署

長

印 

５ 

和 歌 山 市 

東 消 防 

署 長 印 

６ 

和

歌

山

市 

北

消

防 

署

長

印 

７ 

和 歌 山 市 

北 消 防 

署 長 印 

８ 

和

歌

山

市 

東

消

防 

署

長

印 
４ 

和

歌

山

市 

北

消

防 

署

長

印 

５ 

に改める。 を 
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同意印（別記様式第９号）」とあるのは、「了承印（別記様式第１２号）」と読み替えるものと

する。 

 別記様式第９号を次のように改める。 

  別記様式第９号（第８条関係） 

 

  別記様式第１０号及び別記様式第１１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５ｃｍ 

１．８ｃｍ 

同  意 
     年  月  日 

和歌山市消防長（消防署長） 
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別記様式第１０号（第８条関係） 

不 同 意 通 知 書 

第     号  

年  月  日  

 

 

          様 

 

 

和歌山市消防長（消防署長）  

 

 

 

建築主住所・氏名  

建築指導課又は指

定確認検査機関受

付年月日 

 
建築指導課又は指定確

認検査機関受付番号 
 

建築場所  

 

上記申請書は、次の事由により同意することができないので通知します。 

１ 事由 

 

 

２ 根拠条文 

 

 

３ 不同意するに至った経過 
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別記様式第１１号 削除 

   附 則 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。

（令和７年３月３日掲示済） 


